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第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会 

設 立 総 会  次 第 

 

 

１ 開  会 

 

２ 設立発起人紹介 

 

３ 設立発起人代表あいさつ 

 

４ 説明事項 

（１）第７７回国民体育大会開催準備経過概要 

 （２）第７７回国民体育大会の概要 

 （３）第７７回国民体育大会の開催に向けたスケジュール 

 

５ 報告事項 

（１）第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会設立趣意書 

 

６ 仮議長選出 

 

７ 議  事 

（１）第１号議案 

第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会会則（案）について 

 

（２）第２号議案 

第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会委員・役員（案）について 

 

８ そ の 他 

 

９ 閉  会 

 



２ 

 

第７７回国民体育大会開催準備経過概要 

※   は市関係分 

年  度 内   容 

平成２４年度 ○（公財）栃木県体育協会が平成３４年第７７回国民体育大会の招致に

関する要望書を栃木県、栃木県議会及び栃木県教育委員会に提出 

○栃木県議会が国民体育大会招致を決議 

平成２５年度 ○栃木県・栃木県教育委員会・栃木県体育協会の連名により国民体育大

会開催要望書を（公財）日本体育協会及び文部科学省に提出 

○（公財）日本体育協会理事会において平成３４年第７７回国民体育大

会の栃木県開催を了解（内々定） 

○市町競技会開催意向調査書を栃木県に提出 

平成２６年度 ○第７７回国民体育大会栃木県準備委員会の設立 

○第７７回国民体育大会栃木県準備委員会において開催基本方針の決定 

○第７７回国民体育大会栃木県準備委員会において会場地市町村選定基

本方針の決定 

○会場地市町村第１次選定 

【トライアスロン（全種別）】 

平成２７年度 ○会場地市町村第２次選定 

【サッカー（女子） ゴルフ（全種別）】 

○会場地市町村第３次選定 

【ソフトテニス（全種別）】 

 

平成２８年度 ○会場地市町村第５次選定 

【馬術（全種別）】 

○中央競技団体正規視察 

【サッカー ソフトテニス 馬術 ゴルフ トライアスロン】 

 

平成２９年度 ○栃木県、栃木県教育委員会、栃木県体育協会の連名により国民体育大

会開催申請書を（公財）日本体育協会及び文部科学省に提出 

○（公財）日本体育協会第３回理事会において平成３４年第７７回国民

体育大会（本大会）の開催地に栃木県が内定 

平成３０年度 ○那須塩原市教育委員会教育部スポーツ振興課内に国体準備室を設置 

 

 

 

説明事項１ 
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第７７回国民体育大会の概要 

 

１ 大会開催概要 

（１） 目 的   

大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増

進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとと

もに、国民生活を明るく豊かにしようとするものである。 

 

（２）主 催  

大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下｢日本スポーツ協会｣とい

う。） 、文部科学省及び開催地都道府県（以下「開催県」という。）とし､各競技会に

ついては日本スポーツ協会加盟競技団体等及び会場地市町村を含めたものとする。 

 

（３） 開催時期 

 ○ 本大会開催時期：平成３４年９月中旬～１０月中旬 

 ○ 本大会開催期間：１１日以内 

  ※ 会期については開催３年前（平成３１年）に日本スポーツ協会が開催県と協議 

して決定 

 

（４） 愛称・スローガン・マスコットキャラクター 

 ○ 愛称：「いちご一会とちぎ国体」 

 ○ スローガン：「夢を感動へ。感動を未来へ。」 

 ○ マスコットキャラクター：「とちまるくん」 

 

（５） 実施予定競技 

1）正式競技 ： ３７競技 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、 

バレーボール、体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、 

ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、

相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、 

ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、カヌー、 

アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

 

2）特別競技 ： １競技 

  高等学校野球（硬式、軟式） 

 

説明事項２ 
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3）公開競技 ： ５競技 

綱引、ゲートボール、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、武術太極拳 

 

4）デモンストレーションスポーツ ： １８競技（平成３０年２月現在） 

インディアカ、オリエンテーリング、キンボールスポーツ、クリケット、 

３Ｂ体操、スポーツチャンバラ、スポーツ吹矢、ソフトバレーボール、 

ターゲット・バードゴルフ、タグラグビー、ダンススポーツ、ドッジボール、 

パークゴルフ、バウンドテニス、フォークダンス、フットベースボール、 

フライングディスク、ペタンク 

 

（６） 参加人数等 

○ 参加総数（平成２９年えひめ国体実績）：７２３，３９１人（延べ人数） 

○ 選手・監督（見込み）：約２２，０００人～２３，０００人（実人数） 

○ 那須塩原市内選手・監督（見込み）約１，８００人（実人数） 

 

２ 那須塩原市開催競技及び競技予定会場 

【正式競技】 

 競技名 種別 競技予定会場 

１ サッカー 女子 青木サッカー場グラウンドＢ 

２ ソフトテニス 全種別※１ くろいそ運動場テニスコート 

３ 馬術 全種別※２ 地方競馬教養センター 

４ ゴルフ 全種別※３ 

塩原カントリークラブ（女子） 

ホウライカントリー倶楽部（成年男子） 

西那須野カントリー倶楽部（少年男子） 

５ トライアスロン 全種別※４ 戸田調整池周辺特設コース 

※１ 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 

※２ 成年男子 成年女子 少年 

※３ 成年男子 女子 少年男子 

※４ 成年男子 成年女子 
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３ 会場地市町村別競技 
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第７７回国民体育大会の開催に向けたスケジュール 
 

年度 主要日程 那須塩原市準備組織 市 

平成２５年度 

（２０１３年） 

９年前 

 

  

平成２６年度 

（２０１４年） 

８年前 

   

平成２７年度 

（２０１５年） 

７年前 

 

  

平成２８年度 

（２０１６年） 

６年前 

   

平成２９年度 

（２０１７年） 

５年前 

  

 

 

 

 

平成３０年度 

（２０１８年） 

４年前 

   

平成３１年度 

（２０１９年） 

３年前 

 

  

平成３２年度 

（２０２０年） 

２年前 

   

 

平成３３年度 

（２０２１年） 

１年前 

 

  

平成３４年度 

（２０２２年） 

開催年 

 

  

 

開催要望書提出（県） 

中央競技
団体正規
視察 

開催内々定 

会
場
地
選
定 

開催決定 

第７７回 国 民 体 育 大 会 開 催 

準備委員会設立 （準備委員会事務局） 

設立発起人会 教育委員会スポーツ振興課
内に国体準備室を設置 

実行委員会発足 （実行委員会事務局） 

常任委員会・ 
各専門委員会開催 

総 会 
常 任 委 員 会 
各専門委員会 

随 時 開 催 

庁内推進本部設置 

大会実施本部設置 

国体リハーサル大会開催・中央競技団体第２次視察 

組織拡大 
大会終了まで 

実行委員会解散 

開催申請書提出（県） 

開催内定 

説明事項３ 
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第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会設立趣意書 

 国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民

の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与

するとともに、国民生活を明るく豊かにすることを目的に開催されます。 

 

近年、少子高齢化や高度情報化が急速に進行し、また、社会経済情勢の変化により

スポーツを取り巻く環境も大きく変化する中で、体を動かす機会が減り、活力ある生

活を送ることが困難になりつつあります。このような中、生きがいづくりや健康づく

りなど、様々な観点から、スポーツに親しむ機会を増やすことへの期待とニーズが高

まっています。 

 

２０２０年に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、スポーツ

への関心が高まっている中、２０２２年に国内最大のスポーツの祭典である国民体育

大会が、栃木県、そして本市において開催されることは、「市民一人ひとりがいつで

も、どこでも、いつまでも、それぞれのライフステージに応じた運動やスポーツに親

しめるまち」を目指すうえで、極めて有意義なものであります。 

 

また、大会開催に向けた官民一体となった取り組みが、「市民一人ひとりの力」「地

域で支え合う力」「まだ見ぬ那須塩原の魅力」「未来に向かってたくましく生きる力」

などの「新しい力」が生まれるきっかけとなり、本市が目指す「人がつながり 新し

い力が 湧きあがるまち 那須塩原」の実現に大きく寄与するものであると確信して

おります。 

 

このような意義ある大会を成功に導くために、市民・関係団体・企業・行政からな

る「第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会」を設立し、那須塩原市民の総力を

結集して目的を達成しようとするものです。 

 

平成３０年  ６月 ２２日 

    

        第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会設立発起人 

           那須塩原市長           君 島   寛 

           那須塩原市議会議長        君 島 一 郎 

            那須塩原市体育協会会長      榎 本 建 司 

那須塩原市副市長         片 桐 計 幸 

那須塩原市教育委員会教育長    大宮司 敏 夫 

報告事項１ 
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第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会会則（案） 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会（以下「準備委員会」と

いう。）と称する。 

（目的） 

第２条 準備委員会は、第７７回国民体育大会において、那須塩原市で開催される競技

会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に必要な準備を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。  

⑴ 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

⑵ 競技会の開催に係る準備に関すること。 

⑶ 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

⑷ 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

⑸ 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

⑹ その他準備委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 準備委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

⑴ 那須塩原市を代表する者 

⑵ 那須塩原市議会を代表する者 

⑶ 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

⑷ その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 準備委員会に、次に掲げる役員を置く。 

⑴ 会長    １人 

⑵ 副会長   ５人以内 

⑶ 常任委員 ５０人以内 

⑷ 監事    ２人 

（役員の選任） 

第６条 会長は、那須塩原市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。 

第１号議案 
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２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会

長が指定した順序により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、準備委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから準備

委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞ

れの所属の団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、

その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充す

ることができる。なお、選出された委員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告

する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 準備委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 準備委員会に、次に掲げる会議を置く。 

⑴ 総会 

⑵ 常任委員会 

⑶ 専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

⑴ 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

⑵ 会則の制定及び改廃に関すること。 

⑶ 事業計画及び事業報告に関すること。 

⑷ 予算及び決算に関すること。 

⑸ 常任委員会に委任する事項に関すること。 
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⑹ その他重要な事項に関すること。 

５  総会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。  

ただし、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に

権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を

含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

（常任委員会） 

第１２条  常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

⑴ 総会から委任された事項に関すること。 

⑵ 専門委員会の設置及び専門委員会への付託に関すること。 

⑶ 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

⑷ その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 常任委員会は、前項第２号に規定する付託事項のうち、必要と認める事項について

は、専門委員会に委任することができる。 

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議決定した事項及び次条第３項の規定により

専門委員会から報告があった事項を、必要に応じ次の総会に報告するものとする。 

10 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会について準用する。 

（専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査審議し、その結果を常

任委員会に報告するものとする。 

３ 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について審議決定し、その結果を必

要に応じ常任委員会に報告する。 

４ 前３項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に

諮った上で、会長が別に定める。 

５ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとま
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がないと認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これ

を専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条 準備委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

第６章 会計 

（経費） 

第１６条 準備委員会の経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第１７条 準備委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算については、  

監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

（会計年度等） 

第１８条 準備委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとす

る。 

２ 準備委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第７章 解散 

（解散） 

第１９条 準備委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときに、総会の議決を経

て解散するものとする。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

第８章 補則 

（委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

附 則 

この会則は、平成  年  月  日から施行する。 
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 西那須野観光協会

 理事長

行 政 関 係

市 議 会 関 係

 那須塩原警察署

（公社）栃木県サッカー協会

 那須塩原市小中学校長会

産 業 ・ 経 済 関 係

スポーツ・競技関係

 会長

 会長 氷　見　定　明

 塩原温泉観光協会  会長 君　島　将　介

手　塚　基　文

宿泊・観光関係

 板室温泉旅館組合  組合長 室　井　孝　幸

 塩原温泉旅館協同組合

氏　　名

 会長

 駅長

（一社）那須塩原市観光局  局長 木　下　昭　彦

 黒磯観光協会  会長 荻　原　正　寿

平　山　　　博

 栃木県ゴルフ連盟  理事長

輸送・電気・通信関係
（一社）栃木県バス協会

 副会長 大　森　義　紀

 会長 相　沢　忠　裕

第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会　委員・役員（案）

会 長

選 出 区 分 機 関 ・ 団 体 名 役 職 名 氏　　名

市 議 会 関 係  那須塩原市議会  議長 君　島　一　郎

市 関 係  那須塩原市  市長 君　島　　　寛

副 会 長

選 出 区 分 機 関 ・ 団 体 名

（順不同・敬称略）

学 校 関 係

市教育委員会関係  那須塩原市教育委員会  教育長職務代理者 大　澤　真　弓

スポーツ・競技関係  那須塩原市体育協会  会長 榎　本　建　司

市 関 係

市教育委員会関係

常 任 委 員

選 出 区 分

 那須塩原市体育協会  副会長 菊　地　　　強

 那須塩原市体育協会

 会長 菊　池　修　一

 那須支部県立学校長会

 会長

役 職 名

機 関 ・ 団 体 名 役 職 名 氏　　名

 那須塩原市議会  副議長 山　本　はるひ

 署長 宇賀持　久　男

 那須塩原市  副市長 片　桐　計　幸

 那須塩原市教育委員会  教育長 大宮司　敏　夫

松　本　典　文

 栃木県馬術連盟  会長 金　田　利　彦

 栃木県ソフトテニス連盟

 那須塩原市スポーツ推進審議会

 西那須野商工会  会長 佐　藤　幹　雄

星　野　　　務

加　藤　　　勉

君　島　則　夫

 那須地区消防組合 黒磯消防署  署長 山　口　和　夫

 会長 丹　羽　芳　雄

 那須塩原市スポーツ推進委員協議会  会長 粒　来　紀　男

 栃木県トライアスロン協会  会長 福　嶋　　　稔

 那須塩原市商工会  会長

赤　塚　太　郎 東日本旅客鉄道（株）那須塩原駅

第２号議案
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社 会 団 体 関 係

宿泊・観光関係
 那須塩原市食生活改善推進員協議会

 那須塩原市レクリエーション協会

 那須野農業協同組合

 那須塩原市スポーツ少年団本部

 ホウライ（株）ゴルフ事業本部

産 業 ・ 経 済 関 係

 栃木県食品衛生協会 大田原支部

選 出 区 分

委 員

市 関 係

村　上　和　子

稲　見　一　美

 那須塩原市保健福祉部  部長 田　代　正　行

 那須塩原市子ども未来部  部長 冨　山　芳　男

小　出　浩　美

 那須塩原市教育委員会事務局教育部

行 政 関 係

 部長

 所長 田　城　　　均 栃木県大田原土木事務所

小　泉　聖　一

 那須塩原市農業委員会事務局

 会長 小　沼　一　郎医 療 関 係

増　子　健　吾

氏　　名

 那須塩原市建設部  部長

 那須塩原市総務部

 部長 磯　　　　　真 那須塩原市上下水道部

 那須塩原市自治会長連絡協議会  会長

 幹事 室　　　則　夫

石　塚　昌　章

 那須塩原市選挙管理委員会事務局  事務局長 増　田　健　造

 那須塩原市西那須野支所  支所長 後　藤　　　修

 那須塩原市塩原支所

 本部長 岡　野　　　守

 那須地区学校体育連盟  会長 鈴　木　隆　俊

 那須郡市医師会

 栃木県高等学校体育連盟北部支部  支部長 志　賀　直　樹

 那須塩原市議会事務局  事務局長

機 関 ・ 団 体 名

 執行役員本部長 三　野　　　眞

 那須塩原管工事業協同組合  理事長 佐久間　　　進

 那須塩原電設協会  会長

 会長 菊　地　　　彰

 代表理事組合長 菊　地　秀　俊

 那須塩原市ゴルフ連盟  会長 舟　岡　　　誠

 那須塩原ソフトテニス連盟  会長 長　井　周　彦

 那須塩原市サッカー協会  理事長

前　田　浩　美

 那須塩原市畜産振興会  副会長 臼　井　　　勉

 黒磯金融団（白河信用金庫 黒磯支店）

橋　本　秀　晴

役 職 名

 那須塩原市生活環境部  部長 鹿　野　伸　二

 那須塩原市コミュニティ連絡協議会

 事務局長 久留生　利　美

 支所長 宇都野　　　淳

 会長 田　口　常　信

 那須塩原市企画部  部長 藤　田　一　彦

 部長 山　田　　　隆

 那須塩原市産業観光部  部長

 西那須野金融団（栃木銀行 西那須野支店） 藤　田　雅　之

 那須塩原市建設業協会

 代表取締役社長 堀　越　三津夫

 那須野ヶ原土地改良区連合  専務理事 星　野　恵美子

 地方競馬教養センター  所長 田　中　光一郎

 支部長 田　代　誠　一

 会長 生　駒　憲　一

（株）塩原ゴルフクラブ

 幹事

 会長

スポーツ・競技関係
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 東京電力パワーグリッド（株） 栃木北支社

 那須塩原市地域自立支援協議会

 黒磯那須地区医師会

輸送・電気・通信関係

大　野　勝　弘

社 会 団 体 関 係

 会長

 支社長

飯　村　和　幸

 日本郵便株式会社 黒磯郵便局  局長 松　沼　弘　行

田　口　三知子

 塩原ロータリークラブ

 支店長 長谷部　周　彦

医 療 関 係

 会長 谷　口　敬　道

警 備 ・ 消 防 関 係

 理事 馬　渡　亮　司

 那須歯科医師会 西那須野地区  理事 高　﨑　悟　司

 栃木県薬剤師会 大田原薬剤師会  会長 松　本　　　亨

（福） 那須塩原市社会福祉協議会  会長

 那須塩原市文化協会  会長 伊　澤　昭　夫

 那須塩原交通安全協会

 東日本電信電話（株） 栃木支店

宇賀持　　　豊

 東日本旅客鉄道（株）黒磯駅  駅長

 那須塩原市消防団  団長

（一社）黒磯那須青年会議所  専務理事 小　畑　　　堅

 代表 橋　本　祐　之

 西那須野塩原地区医師会

 会長 土　屋　光　生

 那須歯科医師会  会長 礒　　　勝　彦

 黒磯ロータリークラブ  会長 村　山　　　茂

 那須野が原ライオンズクラブ 平　川　琢　己

 黒磯ライオンズクラブ  会長 鈴　木　健　規

 栃木県北地区タクシー協議会

 栃木県薬剤師会 黒磯薬剤師会  会長 澤　田　麻　希

 会長 水　沼　裕　光

 会長 村　山　　　茂

篠　江　　　章

 東野交通（株） 黒磯営業所

 那須歯科医師会 黒磯地区

 所長 大　貫　正　春

 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東（株）　西那須野支店  支店長

 会長 福　本　光　夫

（一社）那須野が原青年会議所  理事長 鈴　木　大　介

 那須塩原市子ども会育成会連絡協議会  会長

 那須塩原市国際交流協会  理事長 大　島　三千三

 西那須野ロータリークラブ

和　久　昌　子

 那須塩原市老人クラブ連合会  会長 関　谷　眞　夫

 那須塩原市ＰＴＡ連絡協議会  会長 柴　田　慎　一

 那須塩原市地域婦人会連絡協議会  会長 小　出　清　子

 西那須野ライオンズクラブ  会長 木　村　　　茂

 会長

 那須塩原市  代表監査委員 大　場　浩　一

 那須塩原市  会計管理者 高　久　幸　代
市 関 係

監 事

選 出 区 分 機 関 ・ 団 体 名 役 職 名 氏　　名

高　田　修　一

 栃木県議会(那須塩原市在住）  議員 関　谷　暢　之

 栃木県議会(那須塩原市在住）  議員 阿　部　寿　一

栃木県議会関係

顧 問

選 出 区 分 機 関 ・ 団 体 名 役 職 名 氏　　名

 栃木県議会(那須塩原市在住）  議員 相　馬　政　二
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142

報 道 関 係

 那須塩原市議会  議員 中　里　康　寛

 那須塩原市議会  議員 田　村　正　宏

参 与

選 出 区 分 機 関 ・ 団 体 名 役 職 名 氏　　名

 那須塩原市議会  議員 山　形　紀　弘

 那須塩原市議会  議員 森　本　彰　伸

 那須塩原市議会  議員 齊　藤　誠　之

 那須塩原市議会  議員 星　野　健　二

 那須塩原市議会  議員 小　島　耕　一

 那須塩原市議会  議員 相　馬　　　剛

 那須塩原市議会  議員 平　山　　　武

 那須塩原市議会  議員 星　　　宏　子

 那須塩原市議会  議員 佐　藤　一　則

 那須塩原市議会  議員 松　田　寛　人

 那須塩原市議会  議員 櫻　田　貴　久

 那須塩原市議会  議員 大　野　恭　男

 那須塩原市議会  議員 鈴　木　伸　彦

市教育委員会関係

 那須塩原市議会  議員 中　村　芳　隆

 那須塩原市教育委員会  教育委員 神　島　仁　誓

市 議 会 関 係

 那須塩原市議会  議員 金　子　哲　也

 那須塩原市議会  議員 吉　成　伸　一

 那須塩原市議会  議員 齋　藤　寿　一

 那須塩原市議会  議員 玉　野　  　宏

 那須塩原市議会  議員 髙　久　好　一

 那須塩原市議会

（株）栃木放送  代表取締役社長 大　塚　幹　夫

 東京新聞 宇都宮支局  記者 小　川　直　人

（株）エフエム栃木 那須支社  支社長 大　木　栄　範

（株）とちぎテレビ  代表取締役社長 黒　内　和　男

（株）産経新聞社 大田原通信部  記者 伊　澤　利　幸

 日本放送協会宇都宮放送局 大田原支局  記者 手　塚　　　豊

（株）朝日新聞社 大田原支局  支局長 矢　鳴　雄　介

（株）毎日新聞社 大田原通信部  通信部長 柴　田　光　二

（株）読売新聞東京本社 宇都宮支局  支局長 西　沢　隆　之

 那須塩原市教育委員会  教育委員 臼　井　祥　朗

 那須塩原市教育委員会  教育委員 田　村　伸　之

 議員 相　馬　義　一

 那須塩原市議会  議員 伊　藤　豊　美

 那須塩原市議会  議員

（株）下野新聞社 那須塩原支局  支局長 石　田　　　聡

眞　壁　俊　郎
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第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会組織図 

 

総 会 

【最高議決機関】 

競技会開催・運営に関する基本方針等、

事業計画・事業報告、予算・決算、その

他の審議・議決 

常任委員会 

【決定機関】 

総会からの委任事項、緊急な事項、専門

委員会の設置・付託、その他の必要事項

の審議・決定 

専門委員会 

【調査機関】 

常任委員会からの付託事項の調査・審

議、委任事項の審議・決定 

【専門委員会（案）】 

○総務・企画 

（広報計画、市民運動推進、歓迎・接伴 等） 

○競技・式典 

（競技運営計画、競技施設整備計画 等） 

○宿泊・衛生 

（宿泊計画、配宿、医療救護、食品衛生、環境衛生 等） 

○輸送・交通 

（輸送計画、交通、警備、消防防災等） 

【準備委員会構成】 

会  長（１人） 

副 会 長（５人以内） 

常任委員（5０人以内） 

監  事（２人） 

委  員（６０人程度） 

顧  問（５人程度） 

参  与（４０人程度） 

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

国
体
準
備
室
） 

準

備

委

員

会

事

務

局 

（
平
成
30

年
度
設
置
予
定
） 

庁

内

推

進

本

部 

委任         報告 

付託・委任         報告 

参考資料 

会  長（１

人） 

副 会 長（５

人以内） 

常任委員（４

０人以内） 

監  事（２

人） 

委  員（４

０人程度） 

顧  問（５

人程度） 

参  与

（４０人程

度） 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 １ 回 総 会 
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第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会 

第 １ 回 総 会  次 第 

 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

（１）第１号議案 

第７７回国民体育大会那須塩原市開催基本方針（案）について 

 

（２）第２号議案 

   第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会平成３０年度事業計画（案） 

について 

 

（３）第３号議案 

第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会総会から常任委員会への委任事項（案） 

について  

 

３ そ の 他 

 

４ 閉  会 
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第７７回国民体育大会那須塩原市開催基本方針（案） 

 

１ 基本方針 
 

  那須塩原市は、豊かな自然と人に恵まれ、農業、観光業、商業、工業など多彩な産

業がバランスよく展開されるとともに、東北新幹線や東北自動車道などの鉄道網や道

路網にも恵まれ、地域の強みや特性を生かし、県北の中心都市として着実に発展して

きました。 

第７７回国民体育大会は、全ての市民がスポーツを「する」、「みる」、「ささえる」

ことができる絶好の機会であることから、スポーツの「楽しさ」、「喜び」、「感動」を

より一層体感できる大会として開催し、生涯にわたりスポーツに親しむことができる

社会の実現を目指します。 

また、全国各地から訪れる方々を那須塩原らしい「食」、「自然」、「人」を生かした

おもてなしでお迎えするとともに、本市の多彩な魅力を市の内外に発信し、地域経済

を活性化させることを目指します。 

 

２ 実施目標 
 

(1)市民総参加による大会 

   全ての市民参加のもと関係団体・企業・行政が一体となり、大会成功に向けて万

全を期すとともに、市民一人ひとりが国体開催の様々な場面に関わり、楽しさと喜

びを分かち合うことで、「地域で支え合う力」と「市民一人ひとりの力」を高め、

地域の未来を担う人材の育成を図る大会を目指します。 

 

(2) 那須塩原市の魅力を発信する大会 

   先人が守り育んできた、歴史・文化・自然・食・人などの那須塩原の魅力を生か

し、訪れる方々をホスピタリティ溢れるおもてなしでお迎えするとともに、地域や

世代を超えた新たな出会いと交流を通じて、「なすしおばらファン」を全国に増や

す大会を目指します。 

 

(3) 生涯スポーツ社会の実現を目指す大会 

２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会と第７７回国民体育大会の

開催を通して、市民のスポーツへの「興味・関心」と「参加意欲」を高め、スポー

ツに関わる多様な人材の育成と活躍の場を確保することで、「市民ひとり１スポー

ツ」の推進による生涯スポーツ社会の実現を図る大会を目指します。 

  

(4) 地域スポーツの活性化を目指す大会 

   那須塩原市で開催した競技を地域スポーツとして根付かせるとともに、地域スポ

ーツを介した各種の交流やイベントを実施することで、スポーツによる地域の活性

化を図る大会を目指します。 

第１号議案 
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第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会 

平成３０年度事業計画（案） 

 

 

１ 諸会議の開催 

（１）総会 

（２）常任委員会 

２ 国民体育大会開催に係る総合的な準備計画の策定に向けた検討 

３ 先催地の準備状況等の調査及び研究 

４ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

５ その他開催準備業務の推進 

第２号議案 
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第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会 

総会から常任委員会への委任事項（案） 

 

 

第７７回国民体育大会那須塩原市準備委員会会則第１１条第４項第５号の

規定に基づく総会から常任委員会への委任事項は、次のとおりとする。 

 

 

 

１ 開催準備の総合企画及び運営に関すること。 

 

２ 競技会場、競技運営及び式典に関すること。 

 

３ 宿泊及び医事衛生に関すること。 

 

４ 輸送、交通、警備及び消防に関すること。 

 

５ 広報及び市民運動に関すること。 

 

６ その他会務に必要な事項に関すること。 

第３号議案 



 


